
― 63 ―

植草学園短期大学研究紀要　第18号　63～ 72頁（2017）

Ⅰ　問題と目的
現行学習指導要領では、情報教育や授業における

ICT活用など、学校における教育の情報化について
一層充実が図られ、ICT機器が各学校に導入されて
いる２）３）４）。近年は、写真等の表示だけでなく映像
も表現でき１）、どこにでも持ち歩き活用できるタブ
レット型端末（以下、機器と呼ぶ）の普及が進んで
いる。指導場面においても、操作の因果関係が分か
りやすく５）、イラストや写真などの視覚的手がかり
の活用性が高い１）。そのため、教員が音声や視覚な
どで瞬時に提示したり、児童生徒も手元で確認した
り、自己評価したりできる利点がある。
Ａ県内の知的障害特別支援学校にも、１校に数台
ずつではあるが、機器が導入されつつある。しか
し、これらの機器を授業等で使えるようにするため
には、保守管理を含むルールや使用モデルの提案、
教員の使用スキルの担保等の体制作りを進めていく
必要がある。
そこで、本研究では質問肢調査を通して、知的障
害特別支援学校における機器の管理状況や使用の現
状と教員の意識を明らかにすることを目的とする。

Ⅱ　方法
１．対象
Ａ県内の知的障害特別支援学校39校の情報・視聴
覚機器管理者（以下、管理者と記載）と教員（教
諭・講師・実習助手）

２．手続き
管理者用と学部主事用の質問肢（資料後掲）を用
意し平成28年７月第１週に配布し、同末日に回収し
た。回収率は100％で回答した教員総数は2,216名で
あった。

Ⅲ　結果と考察
１．管理者の回答から
（１）機器の導入状況
県内知的障害特別支援学校における機器等の導

入状況について、調査対象39校の延べ導入台数は、
iPad185台、windowsタブレット６台、Androidタブ
レット20台、iPodtouch０台、voca33台である。一番
導入台数が多かった iPadは81台導入されている１校
を除くと、１校あたり平均3.5台と導入台数は少ない。
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（２）インターネット接続状況
６校が整備されていない状況であったが、それ以
外では、常時インターネットに接続できたり、パソ
コン室など特定の教室においてインターネットに接
続できたりする環境が整えられていることが分かっ
た。機器等の性質上、無線でのインターネット接続
となるため、アクセスポイントなどの機器も一緒に
準備することとなる。全ての教員に使い方を周知す
ることや周辺機器をそろえる必要があり、今後整備
を進めていかなければならない状況であると言える。

（３）使用場所
使用形態については、機器等が導入されていない
学校を除くと、特定の教室から持ち出さずに使用し
ている学校が６校、使う教室に持ち出して使用して
いる学校が27校である。機器等は携帯が便利という
利点から考えると、特定の教室から持ち出さずに使
用している学校が多いと言える。このことは、イン
ターネット接続の方法によることもあるが、機器の
少なさや高額な機器ということでの管理面によると
ころが大きいと思われる。実際に、貸し出しを行う
ことにより、特定の児童生徒のみが使用することに
偏ることから、「一人一台必要である」という意見
や、「付属品などが紛失する」などのトラブルが起
きたりするリスクについての意見など、管理の難し
さについての記述がみられる。
（４）授業における使用
図２は授業における機器の使用有無である。授業
で機器等を使用したことがある教員は661名（全体

における29.6％）、使用したことがない教員は1,216
名（全体における57.3％）、未回答は286名（全体に
おける12.9％）である。半数以上の教員は授業等で
使用したことがない状況である。

２．機器を授業等で使用したことがある教員回答から
（１）機器の所有者
図３によると、機器を使用したことがある教員の
うち、学校所有の機器等を使用したことがある教員
は、342名（51.9％）である。高等部に比べ、小学
部・中学部の教員が使ったことがある割合が多いこ
とはより個別の支援が必要な児童生徒が多く、小集
団であることが理由であると推測される。児童生
徒所有の機器等を使用したことがある教員は45名
（6.7％）である。小、中、高ほぼ同程度の割合であ
る。
教員所有の機器等を使用したことがある教員は
458名（69.2％）である。小学部においては45.8％、
中学部においては92.7％と使用の割合に差が見られ
る。教員所有の機器等を使用したことがあるとの回
答が多いことは、学校所有台数が少ないことに加

図１　インターネット接続の場所

図２　機器の使用有無

図３　機器の所有者
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え、授業において機器を活用することが児童生徒の
学習に有効であるとの考えから、使用する者が多い
と推測される。
（２）使用した教科・領域等
図４は機器等を使ったことがある教科・領域等
のうち、20％を超えた８つを抜粋したものである。
使ったことがある教科・領域等では、生活単元学
習、余暇活動、特別活動、自立活動、国語、音楽、
算数、数学、総合的な学習の時間の順に多い。特
に、生活単元学習は、30％を超えている。　　

生活単元学習は、小学部、中学部、高等部のどの
学部でも取り組まれている指導形態であることか
ら、使用頻度が高くなったことが推察される。ま
た、余暇活動、特別活動、自立活動なども全学部で
取り組む内容である。
また、国語や算数・数学についても、教育課程に
位置づけられることが多く、合わせて、学習に使え
るアプリが豊富であることが、よく使われている理
由として挙げられる。
ここでは、選択項目のうち唯一教科・領域として
定義されていない余暇活動としての使用が２番目に
多い点に注目したい。表１は「機器を使用したこと
がない教員の自由記述」をまとめたものである。
記述内容に余暇活動に関わる記載があることから
も、休み時間の余暇活動として児童生徒が使用して
いる状況が読み取れる。家庭で機器を使用している
児童生徒もいることが想定され、家庭での余暇との
連続性で評価される一方で、「機器で遊んでばかり
で困る」という保護者の声も少なくないことが推察
される。
また、自立活動では、日常的に活用して指導支援
を行っている、または、活用してコミュニケーショ

ン支援を行っている教員は、162名中33名と少ない。
学校生活の中で、コミュニケーション支援に活用す
るためには、一日を通して機器等を占有することに
なると推測される。学校所有の機器を特定の児童生
徒が継続して使い続けるには機器の台数に余裕がな
いと難しいと思われる。

３．授業等で使用したことがない教職員回答の結果
と考察

（１）使用しない理由
図５では、台数が少ないまたはない、使用中に起
こる不具合への対応ができないと回答した教員が多
く、学習効果がないと回答した者は少ない。指導す
る上で操作や使い方がわからない、扱い方により壊
してしまう不安がある、という項目については、あ
てはまる、ややあてはまるを合計すると半数以上を
占めている。

学習効果があると感じてはいるが、台数が少ない
またはない状況、操作方法や不具合などの対応につ
いては、不安を感じている教員が多いと考えられ
る。また、資料にある「使用したことがない教職員
回答記述欄（使わない理由）」の記述欄にはこれま
で使わなかった理由が示してある。特に余暇活動と
学習活動との切り替えが難しい等の記述が多いこと
が分かる。
（２）使用する意思があるかどうか
図６の中で、現在使用していないが、今後、タブ
レット型端末を使ってみたいと回答した数は588名
（46.3％）である。その他の機器においても使って
みたいと感じている傾向にあり、機器等への興味、
関心はあると思われる。それぞれの機器において小
学部、中学部で使ってみたいと回答した割合は60％
近くと多く、高等部は32.0％と少ない。iPod touch

図４　使ったことがある教科・領域等

図５　使わない理由
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を使ってみたいと回答した割合は全体で20.4％であ
る。そのうち小学部は136名（32.9％）の回答があ
り、他学部に比べ多い。

表１　機器を使用したことがない教員の自由記述（まとめ）

小学部

・家庭でタブレット型端末ばかりで遊んで困るという保護者の意見が多く、あえて学校で使おうと思わない。
・スマートフォンしか目が向かなくなり、学習に向かえない。
・遊び道具として使っていて、学習との切り替えが難しい。
・タブレット端末＝動画を見る物、ゲームをする物と思っている子どもに対してのアプローチが難しい。
・教育課程の中で取り入れる時間を設定しづらい。
・どのように活用すればよいのかわからない。
・授業をしていく上で「これはタブレット端末があれば便利」と感じた場面がほとんどなく、無理矢理タブレット型
端末を使う必要もないだろうとこちらからは近づかなかった。
・家庭では子どもがスマートフォンを器用に使っている姿を見かけたが学校では難しい。
・使える子どもがいない。
・これまで機会が無かった。

中学部

・知的障害特別支援学校における、実態に応じたタブレット型端末を含む ICT活用の研修が進んでおらず、扱うに
際して戸惑いを感じている職員が多い。

・知的障害のある子どもたちへの活用法を見てみたい。活用について不安がある。
・セキュリティーに関して不安がある。
・使用する必要性を感じない。
・機会があればやってみたい。
・タブレット型端末を活用した授業（重複学級）を参観したことがあり、効果的に活用していた。

高等部

・授業ではなく、カームダウンや休み時間に使うことはある。
・前例を知らない。
・使用する学習を設定しにくい。
・機能を使うための環境が整っていない。
・使用する子どもの人数分の台数が無い。
・タブレット型端末より、スマートフォンやパソコンの方が使いやすい。
・使用するまでの時間がデジカメの方が早い。
・パソコンでも十分同じ役割、目的が果たせる。
・パソコンで対応できている。
・子どもの実態として十分な効果が期待できない。
・必要性を感じたことがない。
・PC室に行ってパソコンを使用する。
・台数が少ないので、授業というより、個別での学習に利用するイメージが多い。
・インターネットを使えないと授業で利用しにくい。
・一人一台タブレット型端末があると良い。
・環境が整っていない。
・インターネットにつながるスマートフォンを AppleTVに AirPlayでミラーリングして使用している。
・機器の準備が大変。
・いざという時が不安。
・タブレット型端末の操作が分からない。
・画面が小さい。
・職員の数が足りない。
・子どもの生活経験、生活の様子とタブレット型端末の活用方法とのマッチングをどうしたらよいのかわからない。
（本当に活用してほしいことだけ伝えるのが難しい。）
・実習で使えない。

図６　使ってみたい機器
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Ⅳ　総合考察
１．誰もが使いやすい管理方法
調査結果から、学校所有の機器は児童生徒に対し
て少ないことは明らかである。活用を広げていくた
めには、導入台数を増やすことが第一であると考え
る。機器等の台数確保はどの学校でも課題となるだ
ろう。
また、管理者からは、保管場所や充電やアップ
デートなど使いたいときに使えない状況である等の
意見が挙がっている。これらの機器等は持ち運びが
簡単で起動も早い。しかし、すぐに使える状態に
なっていなければ、使用場面が減ることになる。そ
こで、児童生徒や教職員が、使いたいときにすぐ使
える状態に整えておき、これらの機器等の利点を生
かすことが、活用に結び付くと考える。簡易に貸し
出しができるようにすることと保管の安全面を十分
考慮した保管方法を決定する必要がある。
授業等では、児童生徒が直接機器等に触れる。そ
こで、物理的な衝撃に対する対応をしておくことや
不具合などトラブルを予測し対応の方法を示すこ
と、などの対応策を整備することが必要と考えられ
る。

２．教員への支援の充実
機器等に触れたことがないとの回答や、使わない
理由の回答からは機器等に対して不安を抱えている
教員が多いことが分かった。機器等を使うことによ
る学習効果がないとの回答はむしろ少なく、機器等
を使ったことがない教員において約半数が「機器等
を使ってみたい」と回答している。そのことから、
学習効果など機器等には興味関心はあるが、不安が
あるため使えないという教員が多いと思われる。
授業での実際の活用に関しては、各教科・領域

等で機器を使用する授業モデルの提案が求められよ
う。そのためには、図４で明らかにされた実際の使
用の好事例を集約することは今後の課題である。な
お、筆者らは自立活動での授業モデルを『平成28年
度　千葉県長期研修生　研究報告書　知的障害のあ
る子どもがタブレット型端末等を活用して表出行動
を起こすための支援について─課題学習・自立活動

での指導場面を通して─』（千葉県立千葉特別支援
学校　荒木美歩）に掲載した。
また、不安を減らすためには、簡単な操作などに
慣れるために機器等に触れる機会を作ること、機器
等の操作のトラブルを解決できるようにすることが
大切であると考える。操作や授業に使えるアプリの
周知のために研修を行うことから始め、授業の分析
などに活用して効果を実感できる機会を作ることも
良いと思われる。
さらに、授業を行うときに操作等の支援を受けら
れるといった仕組みがあると安心感は高まると思わ
れる。しかし、現状の情報・視聴覚機器担当職員が
行うには、負担が大きい。各校を巡回する支援者
や授業を支える存在となる担任外の ICT活用コー
ディネーターを設置するなど、授業にかかわる教職
員の不安感を軽減することが必要になろう。

３．学習場面における活用のルール作り
教科・領域等以外の余暇活動についての扱いにつ
いては検討すべき点であると考える。余暇活動の具
体的な内容については明らかにされていないため、
今後も内容を把握していく必要がある。意図的に
使っていない状況では、ルールが整備されにくい。
記述でも余暇活動に関する内容があるが、こだわ
る、切り替えられないなどの課題が挙がっている。
これらの機器等の興味関心を引き付けるという利点
を活かしつつ、余暇での使用を含めた学校生活全般
の中でのルール作りも求められよう。
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